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項目別実施状況                                                
中期目標 中期計画 令和元年度（平成 31 年度）年度計画 数値目標 業務実績 自己

評価 

自己評価と異なる評

価委員会の評価とそ

の理由 

連番 

第２ 教育の質の向上に関する目

標 

第２ 教育の質の向上に関する目標を達成

するための措置 

      

１ 教育に関する目標 １ 教育に関する目標を達成するための措

置 

   
A  1-20 

(1) 教育内容の充実 (1)-ア 教育内容の充実（学士課程）    
A  1-3 

ア 大学の４つの理念とそれに基

づく教育研究上の目的に沿っ

た教育課程となるよう、不断

の見直しを行い、豊かな教養

と深い芸術の専門性を備え、

新しい芸術表現を模索しなが

ら創造性を発揮できる人材を

育成する。 

 

 

 

 

ア 学士課程における教育の充実 

○【重】教育課程の充実（学務委員会） 

各科目の連携を図るとともに、科目区分

や科目内容、履修方法等の見直しに努

め、教育課程編成・実施方針（カリキュ

ラム・ポリシー）に基づく体系的な教育

課程の充実を図る。 

 

（学務委員会） 

(1) カリキュラム・ポリシーと開講科目、卒業要件単

位数（科目群卒業要件等）の整合性を検証し、カ

リキュラムの見直しを行う。 

 

 

  

○カリキュラム・ポリシーに基づき、科目名、科目区

分、卒業要件単位数（科目群卒業要件等）配当年次

および単位数を変更するなど、履修体系を明確にし

た。 

 

A 

  

1 

○成績評価（学務委員会） 

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）

に基づき、成績評価基準に沿った客観的

で適切な成績評価を実施する。 

 

（学務委員会） 

(2) 客観的かつ適切な評価を行うため、教員ごとの

授業評価傾向等を分析・開示し、成績評価の標

準化を図る。 

 

 

  

○教員ごとの授業評価傾向等を分析・開示し、成績評

価に偏りのある教員に対し理由書の提出を求めた

ほか、オムニバス授業の評価方法を分析し、より正

確な評価点算出方法へと改善を図った。 

 

 

A 

  

2 

○【新・重】大学院との連携（学務委員会） 

大学院と連携し、大学院課程での授業や

研究等を公開する場を設けるなど、進学

後までの一貫した学びを共有する。 

 

（学務委員会） 

(3) 学部と大学院の連携を意識し、大学院で実施さ

れる特別講義等への学部学生の積極的な参加を

促進する。 

 

 

  

○大学ウェブサイト等を利用して、学部学生向けに

大学院の講義等の参加を促した。また、学部と大

学院の連携のもとで一貫した学びを共有するた

め、教員が学部と大学院を兼担する体制を構築し

た。 

 

 

A 

  

3 

(1) 教育内容の充実 (1)-イ 教育内容の充実（大学院課程）    
Ａ  4-6 

イ 大学院の教育・研究理念に沿

った指導の充実に取り組み、

多様化する現代芸術領域と、

複雑化する地域課題に対応し

うる高度な実践力を有する人

材や、高度な専門性を有する

イ 大学院課程における教育の充実 

○【重】研究指導の充実（大学院入試・教

務委員会） 

大学院生の研究環境の改善と教職員間

の連携による研究指導体制の更なる充

実を図るとともに、学部・大学院間の連

（大学院入試・教務委員会） 

(4) 博士課程の円滑な運営を行うとともに、修士課

程における新カリキュラムを推進し、実習系科

目および研究指導科目のさらなる高度化を目指

す。 

 

  

○新たに設置した博士課程の円滑な運営に努めたほ

か、修士課程の新カリキュラムを推進し、より高度

で実践的な科目を提供しながら、理論と実践に基づ

く複合的な研究を行った。 

 

 

A 

  

4 
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中期目標 中期計画 令和元年度（平成 31 年度）年度計画 数値目標 業務実績 自己

評価 

自己評価と異なる評

価委員会の評価とそ

の理由 

連番 

研究・教育者を育成する。 

 

 

 

携により、共同授業等の相互的な活動を

推進する。 

 

（大学院入試・教務委員会） 

(5) 大学院と学部の連携を意識し、学部学生も体験

できる特別講義等の実施を検討する。 

 

  

○修士課程授業科目のうち「複合芸術応用論 B」の一

部について学部学生の受講を認めるなど、学部と大

学院の連携を推進した。 

 

 

A 

  

5 

○成績評価（大学院入試・教務委員会） 

学位授与方針（ディプロマ・ポリシー）

に基づき、成績評価基準に沿った客観的

で適切な成績評価を実施する。 

（大学院入試・教務委員会） 

(6) 大学院開講科目の成績評価基準を再検討し、教

員間の共通理解のもと適切な成績評価を実施す

る。 

 

  

○ディプロマ・ポリシーに基づく客観的で明確な成績

評価の実施に向け、複数の教員間で共通の評価基準

を確認した。 

 

 

A 

  

6 

(2) グローバル人材の育成 (2) グローバル人材の育成    
A  7-9 

グローバルな視野に立ち、国

際的な舞台に挑戦すること

ができる人材育成のための

教育を推進する。 

 

 

 

 

○【拡・重】グローバル教育の推進（学務

委員会・企画課） 

新たな海外研修プログラムの創設等、海

外の美術動向を積極的に取り入れた教

育を実践するほか、豊かな教養と伝統文

化への深い理解を養うなど、グローバル

に活躍するための国際感覚を身に付け

た人材を育成する。 

（学務委員会） 

(7) 研修活動やワークショップへの参加など、海外

での各種活動等の単位化について検討する。 

 

  

○国際的な活動への積極的な参画を促進するため、秋

田公立美術大学履修規程を改正し、海外におけるワ

ークショップ等への参加を単位化する科目「グロー

バルインターンシップ」を新設した。（令和 2 年度

入学者から適用） 

 

 

A 

  

7 

（企画課） 

(8) 【新規】海外交流提携校等との相互交流の実施

に向けたプログラムの創設を検討する。 

  

○交流提携校である台南應用科技大学（台湾）と相互

に教員派遣を実施したほか、リンショピン大学（ス

ウェーデン）から教員と学生を受け入れた。また、

令和２年度に予定している学生の連携プログラム

の実施に向け、大学間の日程調整や協議等の各種準

備を進めた。 

 

【令和２年度予定事業】 

・台南應用科技大学 

学生による合同展示会の開催 

・バンドン工科大学（インドネシア）  

ジョイントワークショップ等の実施 

 

 

A 

  

8 

○【新・重】外国語教育の充実（学務委員

会） 

グローバルな交流や活動の場で求めら

れるコミュニケーション能力を育成す

（学務委員会） 

(9) 【新規】学習意欲の向上を図るため、外国語外部

検定試験の単位化について検討する。 

 

  

○外国語教育体制の充実を図るため、秋田公立美術大

学学則を改正し、本学入学前に受験した外国語技能

試験等（英検、TOEFL、TOEIC の 3 種類）の成績

 

A 

  

9 
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中期目標 中期計画 令和元年度（平成 31 年度）年度計画 数値目標 業務実績 自己

評価 

自己評価と異なる評

価委員会の評価とそ

の理由 

連番 

るため、外国語教育体制の充実を図る。 が基準を満たしている場合、申請に基づき相当科目

の単位として認定する制度を整備した。（令和 2 年

度入学者から適用） 

 

(3) 教育の質の向上 (3) 教育の質の向上    
A  10-14 

教育活動に対する自己点検・

評価、学生による授業評価等

を活用し、教育活動の改善と

充実を図るとともに、FD・SD

活動の取組を通じて教員の

教育力および教職員の資質

向上を図る。 

 

 

 

○教育活動の評価と改善（FD・SD 委員会） 

教育活動について自己点検・評価を継続

的に実施するとともに、学生アンケート

の結果を教員の授業評価の参考指標と

して取り入れるなど、評価に基づく教育

活動の改善と充実を図る。 

 

（FD・SD委員会） 

(10) 授業アンケートの結果を教員へ開示し、授業内

容の改善・向上を図るとともに、授業の運営方

法等について全学的な検討会を設け、教育活動

の充実を図る。 

  

○学生の授業アンケートを実施し、集計結果の各授業

担当教員への通知を通じて授業改善につなげたほ

か、学内の教員が講師を務め「教員コーチング」や

「発達障害の理解と対応」をテーマとする研修会を

実施するなど、教育活動の充実に取り組んだ。また、

全教職員を対象とする「将来構想フォーラム」を開

催し、持続可能な大学運営を実現するための本学教

育の望ましいあり方を検討した。 

 

 

A 

  

10 

（FD・SD委員会） 

(11) 教員相互の授業参観制度を実施し、教員間の情

報共有を図るほか、基礎科目、専門科目等を対

象にした授業研究会を開催し、授業内容や授業

運営について意見交換を行う。 

 

  

○本学における基礎教育（科目）のあり方を検討し、

より良い授業内容や授業方法に還元することを目

的とする教員相互の授業参観を実施したほか、全教

員を対象に「現代芸術演習」や「大学院運営」をテ

ーマとする授業研究会を開催し、授業運営について

全学的な共通理解を図った。 

 

 

A 

  

11 

○教育力の向上（FD・SD 委員会） 

教育力の向上に組織的に取り組むため、

FD・SD 活動の積極的な推進を通じて、

教職員に対する各種研修機会の充実を

図る。 

（FD・SD委員会） 

(12) 【拡充】年間の研修計画を策定し、教職員に対

する効果的かつ実践的なFD・SD活動を推進す

る。 

 

FD・SD 取

組事例数：

５件以上 

 

○研修計画に基づき、FD・SD 委員会が主催する学内

研修会や講演会を５件開催し、延べ 205 名の教職員

が参加したほか、教員相互の授業参観や学生による

授業アンケートの実施、他大学の先進事例の視察な

ど、効果的かつ実践的な FD・SD 活動の推進に努め

た。 

 【資料１：FD・SD 活動研修実績一覧】 

 

●FD・SD 取組事例数：８件 

 

 

A 

  

12 

（FD・SD委員会） 

(13) 円滑な授業開講や業務対応のため、新任教職員

  

○スムーズな業務対応に資するため、新任教職員に対
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中期目標 中期計画 令和元年度（平成 31 年度）年度計画 数値目標 業務実績 自己

評価 

自己評価と異なる評

価委員会の評価とそ

の理由 

連番 

に対し大学の理念や中期計画等に関する新任者

研修を実施する。 

 

する各種学内システムに関する研修を実施したほ

か、新規採用の事務職員に対する新任者研修を実施

した。 

 

A 13 

（FD・SD委員会） 

(14) 学外の研修会（公大協や他大学主催等を含む）に参加し

FD・SDに関する先進事例の情報収集を行い、学

内で共有する。 

  

○事務職員を中心に、学外の研修に 13 回、延べ 18 名

が参加し、資質の向上に努めたほか、卒業・修了展

の充実に向けた事例研究として、教職員が他大学を

視察した。 

 

 

A 

  

14 

(4) 学生確保の強化 (4) 学生確保の強化    
A  15-20 

入試制度改革への対応や入

学者受入方針（アドミッショ

ン・ポリシー）に沿い、意欲

ある優秀な学生を確保する

ため、必要に応じ入学者選抜

方法の見直しを行うととも

に、入試広報活動に積極的に

取り組む。 

○【重】入学者選抜の改善（入試委員会・

大学院入試・教務委員会） 

入試制度改革への対応を図るとともに、

入学者受入方針（アドミッション・ポリ

シー）に沿った意欲ある優秀な学生を受

け入れるため、過去の入試結果や入学後

の学力成績等の分析・検証を踏まえた入

学者選抜方法の改善を図る。 

（入試委員会） 

(15) 大学入試制度改革を踏まえた令和3年度入試の

実施準備を滞りなく行うとともに、既存の入試

実施体制の見直しを行う。 

 

  

○国の大学入学者選抜改革の方針に対応しながら、現

行入試制度の見直しを行った。また、本学ウェブサ

イトにおいて、随時入試制度の変更に関する予告を

行ったほか、秋田県高等学校長協会との連絡会議に

おいて広く周知に努めた。 

 

 

A 

  

15 

（大学院入試・教務委員会） 

(16) 完成年度を迎えた修士課程の入学試験を見直

し、より優秀な学生を確保できるよう新たな選

抜体制を確立する。 

  

○修士課程において、優秀な学生を確保するため、面

接試験の充実を図るなど、多面的・総合的に評価す

るための入学者選抜の実施に努めた。 

 

 

A 

  

16 

（大学院入試・教務委員会） 

(17) 大学院への学内進学者の確保に努め、修士およ

び博士課程の定員充足を図る。 

 

  

○学部と大学院の連携のもとで一貫した学びを共有

するため、教員が学部と大学院を兼担する体制を構

築したほか、学生の自主性を尊重したカリキュラム

選択の実現に向けた見直しを行い、４名の内部進学

者が決定した。 

【資料２：志願倍率等の入試状況】 

 

 

A 

  

17 

○入試広報活動の充実（広報委員会・大学

院入試・教務委員会） 

美術に対する意欲や関心が高い優秀な

入学志願者の確保を目指し、入試広報活

動の充実を図る。 

（広報委員会） 

(18) オープンキャンパスを開催するほか、進学相談

会への参加や入学実績のある美術予備校・高校

の訪問、教員による高校模擬授業等を行い、優

秀な入学志願者の確保に努める。 

  

○オープンキャンパスを年２回開催したほか、県内外

の進学相談会に積極的に参加するなど、受験生や保

護者等に向けた情報発信に取り組んだ。また、各種

広報活動の充実・強化に向けて、広報戦略基本方針

 

A 

  

18 



- 5 - 
 

中期目標 中期計画 令和元年度（平成 31 年度）年度計画 数値目標 業務実績 自己

評価 

自己評価と異なる評

価委員会の評価とそ

の理由 

連番 

 を策定した。 

 
 

（大学院入試・教務委員会） 

(19) 学内の進学者を確保するため、学部生向けの広

報活動を実施するとともに、学外の進学者を確

保するため、主要都市において大学院広報を目

的とした説明会、シンポジウム等を実施する。 

 

  

○学部生向けのガイダンスにて大学院の案内を実施

したほか、名古屋市において大学院主催の複合芸術

会議 2020「複合芸術と共異体」を開催し、県内外か

ら 40 名が参加し、大学院について広く周知した。 

 

A 

  

19 

○【新・重】社会人・外国人留学生の受け

入れ（大学院入試・教務委員会） 

知識や技能の向上を目指す社会人や優

れた外国人留学生等、多様な人材を受け

入れるための体制を整備する。 

 

（大学院入試・教務委員会） 

(20) 博士課程における長期履修制度の周知を行う

など、社会人入学の受け入れを推進する。 

 

  

○多様な人材の確保に向け、博士課程において一定の

期間にわたり計画的な教育課程の履修を認める長

期履修制度の運用と周知に努めた。 

 

 

A 

  

20 

２ 学生への支援に関する目標 ２ 学生への支援に関する目標を達成す

るための措置 

   
A  21-39 

(1) 学習支援の充実 (1) 学習支援の充実    
B  21-30 

学生自らが、意欲を持って学

習や研究活動に取り組める

よう、学習環境や相談体制の

充実を図る。 

 

○学習環境の整備・充実（総務課・附属図

書館運営委員会） 

学生が自主的な制作活動や課題に取り

組めるよう、施設設備や学内情報システ

ムの整備のほか、制作スペースや附属図

書館の充実など、学習環境の整備・充実

を図る。 

（施設設備委員会） 

(21) 学内制作スペースの再配置について調査・検討

する。 

 

  

○学内制作スペースの再配置について、バリアフリー

化や共通工房の設置を核とした施設の整備・充実と

あわせて検討を進め、令和２年度において、現況を

把握するための調査設計業務を実施することとし

た。 

 

 

A 

  

21 

（施設設備委員会、総務課） 

(22) 学習環境の整備・充実に向け、学内情報システ

ムを更新するとともに、今後の施設整備のあり

 

 

 

 

○平成 25 年に導入した学内情報システムについて新

たなシステムに全面更新を行い、利便性向上を図っ
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平成31年度（開学7年目）実績
（指標）

H31.3.31 平成31年度 R2.3.31

蔵書数 購入 寄贈 受入計 除却 蔵書数

56,470 953 240 1,193 1,209 56,454

平成31年度 受入実績（書籍）

中期目標 中期計画 令和元年度（平成 31 年度）年度計画 数値目標 業務実績 自己

評価 

自己評価と異なる評

価委員会の評価とそ

の理由 

連番 

方について検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たほか、教育研究活動の充実を図るためハイエース

２台を配備した。また、今後の施設整備については、

バリアフリー化や共通工房の設置を核とした施設

の整備・充実に向け、令和２年度において、現況を

把握するための調査設計業務を実施することとし

た。 

 

 

A 22 

（附属図書館運営委員会） 

(23) 学習環境の向上に向け、図書館図書の整備・充

実を図るほか、図書の所蔵限界冊数を増やすた

めの施設設備の整備について検討する。 

 

図書館蔵書

冊 数 ：

56,000 冊以

上 

 

○コンセント・照明付デスクを 6 席設置したほか、

3,240 冊収納可能な書架を整備した。また、図書の

更新を進め、蔵書数 56,000 冊以上を確保した。冬

休みと春休みに長期貸出サービスを実施した結果、

昨年度対比で 34％貸出冊数が増加した。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

  

23 

（附属図書館運営委員会） 

(24) 「機関リポジトリ」※の運用方針を決定するほ

か、紀要を作成し、公開する。 

 

※大学で作成された論文などの学術研究資料をデジ

タルデータに登録・保存し、インターネットで公

開するシステムであり、学術成果の社会還元と教

育研究活動の促進を目的とする。 

  

○本学の学術成果を社会に還元し、教育研究活動のさ

らなる推進を図るため「リポジトリ運用規程」を策

定した。また、「秋田公立美術大学研究紀要 2019 第

7 号」を発行し、ホームページで公開した。 

 

 

A 

  

24 

○学習相談等の充実（学務委員会） 

学生の状況をきめ細かく把握し、学習相

談に応じるための担任教員を配置する

とともに、学生が教職員に対し積極的に

相談できる体制の充実を図る。 

 

（学務委員会） 

(25) クラス担任制度を活用し、担任教員との定期的

な面談を通じ、学生生活の把握および学生の個

性や目標に応じた個別指導を行う。 

  

○欠席が多い学生に対し、担任教員が学生課等と緊密

な連携を図りながら、定期的な連絡や状況の確認に

取り組んだ。また、修学状況に問題がある学生との

面談および進路・トラブル等の学生相談等を行っ

た。 

 

A 

  

25 

冬休みと春休みの貸出実績昨年度対比表

12月 1月 2月 3月 合    計
2018年度 421冊 340冊 178冊 104冊 1043冊
2019年度 556冊 388冊 322冊 127冊 1393冊

伸長率 132% 114% 181% 122% 134%
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中期目標 中期計画 令和元年度（平成 31 年度）年度計画 数値目標 業務実績 自己

評価 

自己評価と異なる評

価委員会の評価とそ

の理由 

連番 

 

○【拡・重】学習意欲を高める機会の充実

（学務委員会・展示・発表委員会） 

成績優秀者の表彰制度の実施や学外企

画展等への出展機会の拡充など、学習意

欲を高める機会の充実を図る。 

（学務委員会） 

(26) 学業等において優れた成績を修めた学生に対

して表彰を行う。 

 

  

○成績優秀者を特待生として表彰（2 年生 3 名、3 年

生 3 名、4 年生 6 名）し、奨学金を支給した。 

 

A 

  

26 

（展示・発表委員会） 

(27) 【拡充】学外企画展等への出展機会を拡充する

とともに、学生の作品展示場所として、アトリ

エももさだやサテライトセンター等を活用する

ほか、後援会やあきびネットと連携しながら展

示・展覧会実施のための支援と制度の周知を行

う。 

 

  

○サテライトセンター等において、学生の作品展示を

18 回開催したほか、後援会と連携し、学生が行う各

種展示会の開催経費を助成した。また、国内外大学

や大学院の学生対象の芸術系・情報メディア系の国

際 コ ン ペ ISCA(International Students Creative 

Award)の「デジタルコンテンツ」部門で本学の学生

が最優秀賞を受賞した。なお、新型コロナウイルス

の感染拡大により、「3331 ART FAIR 2020」への出

展を見送った。 

【資料３：学生の作品展示】 

 

 

B 

  

27 

（展示・発表委員会） 

(28) 学生の卒業研究作品を買い取り、広報活動等へ

の活用を図る。 

 

  

○卒業研究作品５点を買い取ったほか、希望する企業

への作品貸出等を通じて、本学の教育成果を広く発

信した。また、学生が制作した作品の展示・販売す

る「AKIBI ARTs MARKET」を開催した。  

 

A 

  

28 

○自主的な活動の支援（学生課・展示・発

表委員会） 

卒業研究作品展・修了研究作品展をはじ

め各種作品展示やイベントの企画、サー

クル活動等の学生の自主的な活動を支

援する。 

（学生課） 

(29) 学生の制作活動やサークル活動等、様々な自主

的活動に対して、後援会とも連携を図りながら

ニーズに応じた支援と制度の周知を行う。 

 

  

○後援会と連携しながら、学生の自主的な活動を支援

したほか、学生会との意見交換を通して、日々の生

活や学習環境等に対するニーズを把握するととも

に状況に応じた改善に取り組んだ。 

【資料４：後援会の助成事業】 

 

 

A 

  

29 

（展示・発表委員会） 

(30) 卒業研究作品展・修了研究作品展の実施をサポ

ートするほか、選抜展の実施や学外企画展への

参加により学生の作品等を広く発信するととも

に、他の美術系大学と共同の学生作品展の実施

を検討する。 

 

  

○卒業研究作品展・修了研究作品展の開催にあたり、

学生が組織する実行委員会と連携を図りながら、企

画や運営等の各種サポートに努めたほか、卒業・修

了展の充実に向けた事例研究として、教職員が他大

学を視察した。 

 

 

B 

  

30 
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中期目標 中期計画 令和元年度（平成 31 年度）年度計画 数値目標 業務実績 自己

評価 

自己評価と異なる評

価委員会の評価とそ

の理由 

連番 

(2) 生活支援の充実 (2) 生活支援の充実    
A  31-32 

学生が心身両面において健

康で充実した大学生活を送

ることができるよう、健康管

理や生活相談などの充実を

図る。 

 

 

 

 

○相談体制の整備（学務委員会） 

学生の心身両面の健康と生活上の諸問

題に対応できるよう、定期的な健康診断

を実施するとともに、臨床心理士や看護

師による相談体制を整備するなど、各専

攻等と連携・協力した支援を提供する。 

 

（学務委員会） 

(31) 臨床心理士と看護師が一体となり、学生の心身

の健康保持等について相談に応じるとともに、

教職員とも情報を共有しながら連携した支援を

提供する。 

  

○臨床心理士と看護師の連携による定期的な面談機

会を設けたほか、教職員との情報共有を図りなが

ら、学生の健康管理や学生生活をサポートした。 

 

A 

  

31 

○【新】経済的な支援（学務委員会） 

経済的な理由などで授業料の納付が困

難な学生に対し、授業料の減免等で支援

する。 

 

（学務委員会） 

(32) 授業料減免制度の見直しを含め、高等教育の無

償化に向けた準備および申請を行う。 

  

○国の制度に基づく高等教育の修学支援新制度への

対応を図るため、大学独自の授業料減免制度を見直

し、修学支援新制度の対象となる学部学生について

新制度に一本化するため、関連規程を改正するとと

もに、機関要件の確認申請を行い、承認された。 

 

 

A 

  

32 

(3) 進路支援の充実 (3) 進路支援の充実    
A  33-35 

学生自らが、将来への目的意

識を明確に持ち、目的達成の

スキルを身に付けることが

できるよう、キャリア教育の

充実を図るとともに、学生一

人ひとりの進路実現に向け

た、全学的な進路指導体制を

強化する。 

○【重】進路指導の充実（キャリアセンタ

ー） 

就職・起業および進学等に関する積極的

な情報提供・個別指導のほか、キャリア

教育科目やガイダンスの充実を図るな

ど、学生の適切な進路選択を支援する。 

（キャリアセンター） 

(33) 多様な業種の講師による学内企業説明会や起

業・進学ガイダンスを開催するとともに、ＯＢ・

ＯＧ就職企業との連携強化による継続的な採用

先の確保を図る。 

 

進路決定率

（志望者ベ

ー ス ）：

100％ 

 

○個別企業説明会（13 社）および合同企業説明会（41

社/2 回）を開催し、延べ 157 名が参加した。また、

キャリアガイダンス（10 回開催し、延べ 179 名が

参加）を通し、企業就職だけではなく、起業・進学

など多様な進路支援に努めた。 

OB・OG 就職企業をはじめとする 51 社に訪問し、

信頼関係を強化するとともに、就職エージェントに

よる採用動向説明会等において 184 社と情報交換

および本学のＰＲ活動を行い、就職先の確保に努め

た。  

 

●令和元年度進路決定率 

 学 部： 94.0％〔（就職内定者数 60 名＋進学者数 

 12 名＋作家等数 6 名）／進路希望者数 83 名〕 

 大学院： 66.7％〔（就職内定者数 5 名＋作家等数 

  1 名）／進路希望者数 9 名〕 

 合 計：91.3％（84 名／92 名） 

 

 

B 

  

33 
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中期目標 中期計画 令和元年度（平成 31 年度）年度計画 数値目標 業務実績 自己

評価 

自己評価と異なる評

価委員会の評価とそ

の理由 

連番 

（キャリアセンター） 

(34) 【拡充】キャリア教育科目やガイダンスの内容

の検証・改善を進めるとともに、学内教員によ

るポートフォリオ※指導の充実を図る。 

 

 ※デザイン・イラスト・３DCG・写真・デッサン

などの学生自身の作品を紙に印刷し、ファイリン

グ・あるいは製本化したものであり、クリエイテ

ィブ業界では、就職活動での書類審査で提出する

ことが多く、デザイン職の一次課題として求めら

れるもの 

 

  

○学生にポートフォリオを作成する機会を提供する

ため、「キャリアデザイン 1・2」において、ポート

フォリオの課題を設定するとともに、1 年次からの

進路選択を考える機会として６回にわたりキャリ

ア導入ガイダンスを実施するなど、キャリア教育の

充実を図った。なお、ポートフォリオの支援体制と

して、業種別に指導教員を配置したほか、ポートフ

ォリオ指導の充実を図る研修会を 2 回開催し、延べ

74 名の教員・助手が参加した。 

 

A 

  

34 

（キャリアセンター） 

(35) 学生の就職活動に対する負担軽減を図るため、

首都圏等で実施される企業等説明会への参加経

費を支援する。 

 

  

○２月 20 日と 21 日に首都圏で開催された合同企業

説明会に合わせて就活バスを運行し、31 名の学生

が参加した。 

 

 

A 

  

35 

(4) 総合的な支援体制の整備 (4) 総合的な支援体制の整備    
A  36-39 

多様化する学生ニーズに迅

速かつ適切な対応を図るた

め、各種支援体制の横断的な

連携のもと、よりきめ細やか

な支援を提供することがで

きる体制を整備する。 

 

○【新・重】総合的な支援の提供（学務委

員会・学生課） 

学生一人ひとりのニーズに対応し、学習

や生活、進路等の各種支援体制の連携を

図り、学生生活全般にわたるきめ細やか

で総合的な支援を提供することができ

る体制を整備する。 

（学務委員会） 

(36) 【新規】学生のメンタルヘルス支援の充実を図るため

キャンパスソーシャルワーカーを配置する。 

  

○キャンパスソーシャルワーカーを新たに配置し、個

別面談や自宅訪問、教職員への情報提供等を通し

て、学生のメンタルヘルス支援の充実に努めた。 

 

A 

  

36 

（学生課） 

(37) 【新規】学生の申請手続簡略化のため、学割証

自動発行機を導入する。 

 

  

○事務局内に学割証自動発行機を設置し、791 件（全

体の 88.6％）を発行するなど、窓口事務の効率化を

図った。 

 

 

A 

  

37 

（学生課） 

(38) 【新規】学習成果の検証を行うため、卒業（修

了）生や就職先等の関係者に対してアンケート

調査を実施する。 

 

  

○平成 28 年度から平成 30 年度の卒業生 282 名と、

就職先の企業・団体 182 社を対象とするアンケート

調査を実施した。調査結果に基づき、本学の教育内

容について検証するとともに、教育プログラムや学

生支援のさらなる改善・充実に向け、学内で情報共

有した。 

 

 

A 

  

38 
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中期目標 中期計画 令和元年度（平成 31 年度）年度計画 数値目標 業務実績 自己

評価 

自己評価と異なる評

価委員会の評価とそ

の理由 

連番 

○【新】ダイバーシティの推進（学生課・

FD・SD 委員会） 

障がいの有無や性別、文化的相違等、多

様化する支援内容への対応を図り、ダイ

バーシティを推進する。 

 

（FD・SD委員会） 

(39) 支援を必要とする学生や教職員向けの支援体

制の充実を図るとともに、学内講演会等を開催

し、ダイバーシティ推進への理解啓発に取り組

む。 

 

  

○セクシャル・マイノリティの理解や配慮、対応等に

対する理解啓発を図るため、教職員を対象とするダ

イバーシティ推進研修会を開催し、30 名が参加し

た。 

 

A 

  

39 

第３ 研究の質の向上に関する目

標 

 

第３ 研究の質の向上に関する目標を達成

するための措置 

     
 

１ 研究に関する目標 １ 研究に関する目標を達成するための措

置 

   
A  40-52 

(1) 研究水準の向上 (1) 研究水準の向上    
B  40-47 

新たな芸術表現の創出や地

域における課題解決に資す

るための、高度で実践的な研

究活動を積極的に推進する

とともに、研究成果を広く国

内外に発信する。 

 

○【重】先鋭的・複合的な研究の推進（企画

課・社会連携委員会） 

地域の様々な課題に応じた実践的な研

究の更なる進展を図るとともに、他分野

の研究者や他機関と連携し、先鋭的、複

合的、学際的領域の創作活動を含む研究

を推進する。 

 

（社会連携委員会） 

(40) 芸術表現企画事業等の実施をはじめ、地域課題

に対応した研究を推進する。 

 

  

○芸術表現企画事業として、現代アートを地域社会に

積極的に開いていく方法を探求する「秋田芸術遊覧

記：プロセスを開き、つくり方をつくるプロジェク

ト」を実施したほか、地域の様々な課題やニーズに

対応した受託研究・受託事業に積極的に取り組ん

だ。 

【資料５：受託研究・受託事業】 

 

 

A 

  

40 

（企画課） 

(41) 学外研究者と連携した学際的なプロジェクト

や国際的な展示会等への参加を促進する。 

 

  

○秋田県の「イノベーション創出研究支援事業」の採

択を受けて、県内企業と「音と映像を再生するデジ

タル漁具の開発」を行ったほか、教員２名が第 58

回ヴェネチア・ビエンナーレ国際美術展に参加する

など、実践的な研究活動を展開した。 

 

 

A 

  

41 

○【重】外部資金の獲得（企画課） 

科学研究費補助金（科研費）等の競争的

外部研究資金の獲得に向け、教職員一体

となったサポート体制の充実を図ると

ともに、研修会の開催や学内研究費の裁

量的な配分等を通じて組織的に支援す

る。 

 

（企画課） 

(42) 【拡充】科研費研究計画書の閲覧制度を開始するほか

研修会の開催等による全学的な情報提供・共有

の推進を図る。 

 

  

○科研費の獲得に向け、教員を対象とする学内勉強会

を開催し、21 名が参加した。また、これまでに科研

費を獲得した研究課題の研究計画書閲覧制度を導

入するなど、学内の情報共有を推進した。 

 

 

A 

  

42 

（企画課） 

(43) 学外研修への参加等を通じて、外部資金獲得を

  

○科研費の獲得を支援するため、事務担当職員が学外
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中期目標 中期計画 令和元年度（平成 31 年度）年度計画 数値目標 業務実績 自己

評価 

自己評価と異なる評

価委員会の評価とそ

の理由 

連番 

サポートする事務担当職員のスキルアップを図

る。 

 

研修に積極的に参加し、科研費制度や事務手続き、

採択のポイント等に対する理解を深めた。 

 

A 43 

（企画課） 

(44) 科研費の獲得を視野に入れた学内研究費の再

編と裁量的配分を実施する。 

 

科研費申請

数：10 件以

上 

科研費採択

数：３件以

上 

 

○学長プロジェクト研究費（競争的研究費）の審査に

あたり、科研費をはじめとする外部資金への申請状

況や採択結果等に応じたインセンティブ制度を導

入するなど、科研費の獲得に向けた体制を整備し

た。 

【資料６：外部資金一覧】 

【資料７：学長プロジェクト研究費一覧】 

 

●科研費申請の状況等 

 申請 15 件、採択２件（8,190 千円） 

 

 

C 

  

44 

○研究成果の発信（広報委員会・企画課） 

芸術表現に関する特色ある研究成果や

活動実績を広く国内外に発信し、本学の

プレゼンス向上を図る。 

 

（広報委員会） 

(45) 公開講座やウェブサイト等を通じて、研究成果

を広く国内外に発信する。 

 

  

○文化庁の「2019 年度大学における文化芸術推進事

業」の採択を受けて実施した「AKIBI 複合芸術プラ

クティス 旅する地域考」において、ウェブサイト

や SNS、アーカイブ冊子等を通じた情報発信に努め

たほか、教員が参加した第 58 回ヴェネチア・ビエ

ンナーレ国際美術展の報告会を開催するなど、研究

成果の公開・発信に取り組んだ。 

 

 

A 

  

45 

（広報委員会） 

(46) 大学広報誌の作成など、情報媒体の充実につい

て検討する。 

 

  

○秋田空港ターミナルビルでの広告掲載や作品展示

を継続したほか、本学の特色ある取組を発信するた

めのプロモーションビデオの作成、ロゴマークバッ

ジの制作など、各種媒体を活用した広報活動の充実

に努めた。 

 

 

A 

  

46 

（企画課） 

(47) 学内研究費による研究成果の発表や公開等に

ついて検討する。 

 

  

○学長プロジェクト研究費（競争的研究費）の審査結

果の透明性を確保するとともに、上位採択者による

成果発表会の実施に向けた準備を進めた。 

 

 

A 

  

47 
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中期目標 中期計画 令和元年度（平成 31 年度）年度計画 数値目標 業務実績 自己

評価 

自己評価と異なる評

価委員会の評価とそ

の理由 

連番 

(2) 研究支援体制の充実 (2) 研究支援体制の充実    
A  48-52 

研究活動の充実と多様化に

向け、支援体制を整備し研究

基盤の強化を図るほか、若手

研究者や女性研究者の育成

支援に取り組む。 

 

○【新・重】研究活動の支援（総務課・企画

課） 

研究活動の活性化に向け、研究資源や時

間を効率的に活用するための環境整備

や外部資金獲得に向けた教職員一体と

なったサポート体制の充実など、研究支

援体制の充実を図る。 

（総務課） 

(48) 有給休職制度を活用し、教育・研究支援を図る

。 

 

  

○学外における研究活動の促進等を目的とした有給

休職制度について、教員からの問合せや相談に対応

するなど制度の円滑な運用に努めた。 

 

 

A 

  

48 

（企画課） 

(49) 【拡充・(42)再掲】科研費研究計画書の閲覧制

度を開始するほか、研修会の開催等による全学

的な情報提供・共有の推進を図る。 

 

  

○科研費の獲得に向け、教員を対象とする学内勉強会

を開催し、21 名が参加した。また、これまでに科研

費を獲得した研究課題の研究計画書閲覧制度を導

入するなど、学内の情報共有を推進した。 

 

 

A 

  

49 

（企画課） 

(50) 【(43)再掲】学外研修への参加等を通じて、外

部資金獲得をサポートする事務担当職員のスキ

ルアップを図る。 

 

  

○科研費の獲得を支援するため、事務担当職員が学外

研修に積極的に参加し、科研費制度や事務手続き、

採択のポイント等に対する理解を深めた。 

 

A 

  

50 

○【新】若手・女性研究者の育成支援（総務

課・企画課） 

女性研究者の活躍推進とともに、女性研

究者を含む若手研究者の育成・確保に努

め、多様な視点による研究活動の活性化

を図る。 

（総務課） 

(51) 若手・女性研究者の産休・育休後の円滑な職場

復帰を支援する。 

 

  

○産休・育休制度に関する問合せや相談への対応のほ

か、制度の適正な運用により、制度利用者の円滑な

職場復帰の支援に努めた。 

 

 

A 

  

51 

（企画課） 

(52) 学内研究費の裁量的配分を実施し、多様な研究

活動を支援する。 

 

  

○教育研究費や学長プロジェクト研究費の配分を通

して、若手研究者の育成支援に努めた。 

 

 

A 

  

52 

第４ 社会連携の充実に関する目

標 

 

第４ 社会連携の充実に関する目標を達成

するための措置 

     
 

１ 社会連携に関する目標 １ 社会連携に関する目標を達成するため

の措置 

   
A  53-67 

(1) 地域社会への貢献 (1) 地域社会への貢献    
A  53-60 

「まちづくりに貢献し、地域

社会とともに歩む大学」とい

う基本理念の更なる推進の

○【重】地域貢献活動の充実（社会連携委員

会・企画課） 

ＮＰＯ法人アーツセンターあきたとの

（社会連携委員会） 

(53) アトリエももさだやサテライトセンター等を

活用しながら、地域と連携した本学主催の美術

  

○サテライトセンターや BIYONG POINT 等におい

て、授業や研究成果などの発表を中心とした本学主
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中期目標 中期計画 令和元年度（平成 31 年度）年度計画 数値目標 業務実績 自己

評価 

自己評価と異なる評

価委員会の評価とそ

の理由 

連番 

ため、積極的に地域連携に取

り組むとともに、大学が持つ

資源を活用しながら市のま

ちづくりや、地域の課題解決

のシンクタンクとしての機

能を確立させる。 

 

連携を図りながら、地域の芸術を担う人

材育成や地域の課題解決を図るための

多様なプログラムを実施するほか、地域

と連携した各種事業や社会のニーズを

踏まえた公開講座等を実施する。 

 

 

 

展覧会を開催する。 

 

催の展覧会やワークショップ等を 15 回開催した。 

【資料８：大学主催の展覧会等】 

 

【会場別開催実績】 

サテライトセンター：7 回 

BIYONG POINT ：6 回 

赤れんが郷土館 ：2 回 

 

A 53 

（社会連携委員会） 

(54) 子どもから社会人までの各世代を対象とする

公開講座やスクール事業を実施するとともに、

美術による社会教育を実践するための公募展企

画を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

○本学の研究成果等に関する公開講座やゲスト講師

を招聘した公開講演会を 21 回開催したほか、各世

代のニーズに対応した学習機会を提供した。また、

全国の高校生を対象とする公募展企画として「高校

生クリエティブキャンプ 2019」を実施した。 

【資料９：公開講演会等】 

 

【子どもアート lab】 

 小学校３年生以上を対象とした知財創造教育をベ

ースとするアートスクールの開講 

 （４講座 延べ 32 名参加） 

【デッサンスクール】 

 高校生を対象としたデッサンスクールの開講 

 （７月～1 月の計 6 回 延べ 56 名参加） 

【素描 lab】 

 中高生を対象としたデッサン自習スペースの開講 

 （７月～２月の開講 延べ 62 名受講） 

 

 

B 

  

54 

（企画課） 

(55) 外部講師等が参加するプロジェクトやシンポ

ジウムの開催を通じて、アートマネジメントを

研究・実践する。 

 

  

○「AKIBI 複合芸術プラクティス 旅する地域考（文

化庁）」のほか、「大森山アートプロジェクト（大森

山動物園）」や「卒業メモリアルトレイン（JR 東日

本秋田支社）」等の各種受託事業の実施を通して、

市民や学生が参加するプロジェクト型のマネジメ

ント手法を研究・実践した。 

 

 

A 

  

55 

（企画課） 

(56) 県内市町村が実施するアートプロジェクト等

  

○「大森山動物園アートプロジェクト」や「仙北イン

ターナショナルドローンフィルムフェスティバル
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中期目標 中期計画 令和元年度（平成 31 年度）年度計画 数値目標 業務実績 自己

評価 

自己評価と異なる評

価委員会の評価とそ

の理由 

連番 

へ積極的に参画する。 

 

2020」等への参加を通じて、地域社会の課題解決・

活性化に貢献した。 

 

A 56  

 

（企画課） 

(57) 大学祭など地域密着型のイベントの開催に合

わせ、地域と連携した各種事業を展開する。 

 

  

○大学祭の期間中、アトリエももさだで地元小中学校

（秋田西中・日新小）の吹奏楽部によるふれあいコ

ンサートを開催した。 

 

 

A 

  

57 

○【新】市の政策課題への貢献（企画課・社

会連携委員会・総務課） 

秋田市が抱える様々な課題の解決に向

けて、市が設置する各種委員会や審議会

等に教職員が参加するとともに、市が目

指す「芸術文化によるまちづくり」をは

じめ、多面的な活動を通じて広く市民生

活の向上に貢献する。 

 

（企画課） 

(58) 秋田市が設置する各種委員会や審議会等への参加を通じて

まちづくりへの提言を行う。また、（仮称）秋田

市文化創造交流館をはじめ中心市街地における

芸術文化ゾーンの形成など、市が推進する各種

プロジェクトへ積極的に参画する。 

 

  

○秋田市が設置する各種委員会に教員が参加し、教育

や文化をはじめ、まちづくりに対し提言したほか、

「文化創造プロジェクト」の推進に参画し、秋田市

文化創造館の 2021 年春のオープンに先駆け、新し

い知識や視点に出会い学び合うためのイベントや、

創造力の発揮をサポートする各種プロジェクトに

協力した。 

 

 

A 

  

58 

（社会連携委員会） 

(59) 空き家を活用した地域社会への貢献事業に取

り組むとともに、今後の活用方針やあり方等に

ついて検討する。 

 

  

○「空き家レジデンスプロジェクト」の実践を通して、

芸術の視点から地域課題の解決等に取り組んだ。 

【資料 10：空き家利用状況】 

 

【空き家別年間稼働状況】 

アラヤイチノ：214 日 

新屋 NINO：241 日 

あらやさん：227 日 

 

 

A 

  

59 

（総務課） 

(60) 秋田市との連携会議を定期的に開催し、各種課

題への共通認識を図り緊密に連携した取組を推

進する。 

 

  

○秋田市との連携会議を８月に開催し、高等教育の修

学支援新制度をはじめとする様々な課題について

協議を行い、方向性や連携等について確認するなど

各取組の円滑な推進に努めた。 

 

 

A 

  

60 

(2) 産学官連携の推進 (2) 産学官連携の推進    
A  61-62 
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中期目標 中期計画 令和元年度（平成 31 年度）年度計画 数値目標 業務実績 自己

評価 

自己評価と異なる評

価委員会の評価とそ

の理由 

連番 

産学官との連携を強化し、大

学の教育研究成果を地域社

会に還元する。 

 

○産学官連携の推進（社会連携委員会・企画

課） 

教育研究成果を地域社会に還元するた

め、地方自治体や民間企業等との共同事

業を積極的に推進する。 

（社会連携委員会） 

(61) 地方公共団体や民間企業等からの教育研究に

資する受託研究・受託事業を積極的に受け入れる

。 

 

受託事業・

共 同 研 究

数：10 件以

上 

 

○秋田県や県内自治体、県内企業と連携した受託研究

を４件（うち共同研究１件）受託したほか、教育研

究成果の地域社会への還元を図るため、受託事業を

15 件受託した。 

【資料５：受託研究・受託事業】 

 

 

S 

  

61 

（企画課） 

(62) 秋田産学官ネットワーク等が主催する各種イ

ベントへの参画を通じた情報収集・交流を推進す

る。 

 

  

○秋田産学官ネットワークへの積極的な参加を通じ

て、県内企業との共同研究の実施や交流機会を確保

した。また、秋田県の「イノベーション創出研究支

援事業」の採択を受けて、県内企業と「音と映像を

再生するデジタル漁具の開発」を行った。 

 

 

A 

  

62 

(3) 他大学等との連携 (3) 他大学等との連携    
A  63-67 

他大学等との交流・連携を図

るとともに、高大連携授業等

を通し高校との連携を推進

する。 

○他大学との連携（企画課） 

大学コンソーシアムあきた等への参画

を通じて、県内の大学との研究協力や学

生交流に取り組むほか、全国の美術系大

学をはじめとする他大学との交流・連携

を推進し、各大学が有する資源を有効に

活用した教育研究活動の充実を図る。 

 

（企画課） 

(63) 大学コンソーシアムあきたへの参画を通じた

高大連携授業の開講や単位互換授業を実施する

ほか、県内国公立４大学連携を通じた連携交流事

業を実施する。 

 

  

○大学コンソーシアムあきたが主催する高大連携授

業を積極的に開講（延べ 125 人参加）したほか、県

内国公立４大学連携事業として「秋田を元気にする

学生トークセッション」を開催し、学生団体による

事例発表等を通じて、大学の垣根を越えた連携・交

流を図った。 

【資料 11：高大連携授業科目一覧】 

 

 

A 

  

63 

（企画課） 

(64) 全国芸術系大学コンソーシアムへの参画を通

じた県外他大学との連携交流を行う。 

 

  

○芸術系教科等担当教員等研修会（地区ブロック研修

会）※を本学で開催し、県内外の小学校図画工作科・

中学校美術科・高等学校芸術科（美術）の教員 49 名

が参加した。 

 

※芸術系教科等担当教員等に対し、学習指導要領の趣

旨を踏まえた理論研修・実践研修を実施し、指導方

法や評価方法等の工夫改善等につなげ、初等中等教

育の芸術系教科等における指導の充実を図る。 

 

 

A 

  

64 
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中期目標 中期計画 令和元年度（平成 31 年度）年度計画 数値目標 業務実績 自己

評価 

自己評価と異なる評

価委員会の評価とそ

の理由 

連番 

（企画課） 

(65) 国内交流提携校（上越教育大学、室蘭工業大学）

との連携交流を推進する。 

 

  

○上越教育大学大学院との教員人材育成修学プログ

ラムの構築に向けて協議したほか、室蘭工業大学と

国の「成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の

形成(enPiT)」プログラムを通じた交流を展開した。

また、鳴門教育大学との連携協力協定を締結した。 

 

 

A 

  

65 

○高大連携の推進（学生課・企画課） 

専門的な事項について強い意欲や関心

を持つ高校生に対し、高大連携授業の開

講や各高校を訪問しての模擬授業等を

通して、多彩かつ多様な教育に触れる機

会を提供する。 

 

（学生課） 

(66) 高校生に対する進路選択機会等を提供するた

  め、各高校からの要請による訪問模擬授業を開催

   するほか、美術系大学への進学希望者を対象とす

   る実技講習会等を実施する。 

 

  

○高校生に対する進路選択機会提供のため、県内外の

高等学校等に教員を派遣し模擬授業を行った。ま

た、オープンキャンパスの際に、進学希望者を対象

に教員からデッサン指導を行った。 

 

【県内】 

高校３校（４名派遣） 

【県外】 

高校２校（２名派遣） 

予備校１校（１名派遣） 

 

 

A 

  

66 

（企画課） 

(67) 【拡充】大学コンソーシアムあきた等が主催す

る高大連携授業の科目数を拡充し、高校生に対

する高度な美術教育機会の提供と入試広報活動

の充実を図る。 

 

（大学コン

ソーシアム

あきた等が

主催する）

高大連携授

業数：５科

目以上 

 

○大学コンソーシアムあきたが主催する高大連携授

業を 10 科目開講（延べ 125 人参加）※し、本学を

はじめ美術系大学に興味・関心のある県内高校生に

対する教育機会の充実を図った。 

※平成 30 年度：３科目開講（延べ 60 人参加） 

【資料 11：高大連携授業科目一覧】 

 

 

A 

  

67 

第５ 国際交流の展開に関する目

標 

 

第５ 国際交流の展開に関する目標を達成

するための措置 

     
 

１ 国際交流に関する目標 １ 国際交流に関する目標を達成するため

の措置 

   
B  ○中 68-75 

(1) 海外との交流機会の拡充 (1) 海外との交流機会の拡充    
B  68-75 

グローバル人材を育成する

ため、海外の交流提携校を拡

充するとともに、留学や研究

○【重】交流提携校の拡充（国際交流センタ

ー） 

本学の教育研究活動の向上に向け、海外

（国際交流センター） 

(68) 海外の大学、研究機関との大学間協定締結に向

けた調査や検討、人的交流を実施するほか、既

  

○海外在住の国際交流ディレクションアドバイザー

を委嘱し、海外大学等のリアルタイムな情報収集に
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中期目標 中期計画 令和元年度（平成 31 年度）年度計画 数値目標 業務実績 自己

評価 

自己評価と異なる評

価委員会の評価とそ

の理由 

連番 

活動の支援等、海外との交流

機会の充実を図る。 

 

 

の大学や研究機関等との交流協定締結

を拡充し、教員や学生間の交流機会の充

実を図る。 

 

存の海外交流提携校との各種交流活動を実施す

る。 

 

努めたほか、「パブリックアート」をテーマとする

国際的なワークショップへ参加するなど、今後の大

学間協定を視野に入れた調査や交流を実施した。ま

た、海外交流提携校との教員交流を積極的に推進し

た。 

 

【交流提携校との交流実績】 

・台南應用科技大学（台湾） 

相互に教員派遣（１名ずつ）を実施し、特別講義や

ワークショップ等を実施した。なお、新型コロナウ

イルスの感染拡大により、令和２年度に予定してい

る合同展示会（台南市）の開催に向けた現地視察を

見送った。 

・リンショピン大学（スウェーデン） 

教員２名を受け入れ、ワークショップや特別講義を

実施したほか、学生１名を受け入れた。なお、新型

コロナウイルスの感染拡大により、本学からの教員

派遣を見送った。 

 

B 68 

○【拡・重】学生支援の充実（国際交流セン

ター・企画課） 

単位互換制度を視野に入れた海外留学

制度の整備など、学生支援の充実を図る

ほか、国際的な現代美術の動向を体感で

きる機会を提供するための新たな海外

研修プログラムを創設する。 

（国際交流センター） 

(69) 希望する学生の短期および長期留学を支援す

るほか、単位互換制度等の構築に向けた学内ワ

ーキングチームを立ち上げ広く調査・検討を行

う。 

  

○単位互換制度の構築に向けた学内ワーキングチー

ムを立ち上げ、他大学の事例をヒアリングするな

ど、調査・検討を進めた。 

 

 

A 

  

69 

（国際交流センター） 

(70) 【拡充】短期留学や海外のアートプロジェクト

等への参加学生を対象とする助成金制度の充実

を図る。 

 

海外留学・

海外研修参

加者数：20

人以上 

 

○短期留学等助成金制度の対象経費を整理・拡充した

ほか、同制度により 14 名の学生に対し、海外留学

や語学研修、アートプロジェクト等への参加を支援

した。また、教員２名が参加した第 58 回ヴェネチ

ア・ビエンナーレ国際美術展の現地スタディツアー

を企画・公募し、４名の参加学生に対し経費の助成

を行った。 

 なお、海外留学等を予定していた７名の学生につい

ては、新型コロナウイルスの感染拡大により渡航を

見送った。 

 

 

B 

  

70 
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中期目標 中期計画 令和元年度（平成 31 年度）年度計画 数値目標 業務実績 自己

評価 

自己評価と異なる評

価委員会の評価とそ

の理由 

連番 

（国際交流センター） 

(71) 学生のコミュニケーション能力の向上を図る

ため、ネイティブスピーカーの職員による実践的

な英語講座等を実施する。 

  

○国際交流センターの専任スタッフ（ネイティブスピ

ーカー）による実践的な英語講座等を開催し、延べ

122 名が参加した。 

 

【イングリッシュ・アワー（毎週１回）】 

 36 回（97 人） 

【英語サロン】 

 ２回（16 人） 

【ぺちゃくちゃ Night】 

 ２回（9 人） 

 

 

A 

  

71 

（企画課） 

(72) 【新規・(8)再掲】海外交流提携校等との相互交

流の実施に向けたプログラムの創設を検討する

。 

 

  

○交流提携校である台南應用科技大学（台湾）と相互

に教員派遣を実施したほか、リンショピン大学（ス

ウェーデン）から教員と学生を受け入れた。また、

令和２年度に予定している学生の連携プログラム

の実施に向け、大学間の日程調整や協議等の各種準

備を進めた。 

 

 

A 

  

72 

○研究活動等の支援（国際交流センター・企

画課） 

教員の海外での研究活動や作品発表、国

際的な展示会への参加等を支援すると

ともに、その活動実績等を広く国内外に

発信する。 

 

（企画課） 

(73) 学内研究費の裁量的配分等を通じて教員の海

外での研究活動、作品発表等を支援する。 

 

  

○海外でのアートプロジェクトや各種リサーチ、国際

ワークショップの開催等、海外における研究活動６

件に対し学長プロジェクト研究費（競争的研究費）

を配分した。 

【資料 12：海外における研究活動（展覧会、会議）】 

 

 

A 

  

73 

(企画課) 

(74) 【(45)再掲】公開講座やウェブサイト等を通じ

て、研究成果を広く国内外に発信する。 

 

  

○文化庁の「2019 年度大学における文化芸術推進事

業」の採択を受けて実施した「AKIBI 複合芸術プラ

クティス 旅する地域考」において、ウェブサイト

や SNS、アーカイブ冊子等を通じた情報発信に努め

たほか、教員が参加した第 58 回ヴェネチア・ビエ

ンナーレ国際美術展の報告会を開催するなど、研究

成果の公開・発信に取り組んだ。 

 

 

A 

  

74 

○【重】受け入れ体制の整備（国際交流セン

ター） 
（国際交流センター）   

○海外交流提携校をはじめ、海外からゲスト講師を招
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中期目標 中期計画 令和元年度（平成 31 年度）年度計画 数値目標 業務実績 自己

評価 

自己評価と異なる評

価委員会の評価とそ

の理由 

連番 

外国人留学生向けの受け入れプログラ

ムを構築するほか、海外の大学教員やア

ーティスト等の研究活動および作品発

表の受け入れ機会の拡充に向け、レジデ

ンス施設の整備など各種サポート体制

の充実を図る。 

 

(75) レジデンス施設等を含め各種サポート体制の

あり方を検討するとともに、海外の大学教員や

学生、アーティスト等の研究活動・作品発表等

の受入体制を整備する。 

聘した講義や講演会を開催したほか、短期間の実習

や制作を希望する学生を受け入れるための特別プ

ログラムを構築・実施した。また、滞在時のレジデ

ンス施設として空き家（あらやさん）の活用を図る

ともに、同施設の環境整備に努めた。 

 

A 75 

第６ 業務運営の改善および効率

化に関する目標 

第６ 業務運営の改善および効率化に関す

る目標を達成するための措置 

     
 

１ 運営体制の改善に関する目標 １ 運営体制の改善に関する目標を達成す

るための措置 

   
A  76-79 

(1) 機動的・効率的な業務運営 (1) 機動的・効率的な業務運営    
A  76-77 

社会状況の変化に対応可能

なガバナンス体制の強化を

図り、理事長（学長）のリー

ダーシップのもと、大学の特

色を生かした機動的・効率的

な組織運営を推進する。 

〇機動的・効率的な業務運営（総務課・企画

課） 

理事長のリーダーシップのもと、理事会

や各種委員会等の明確な役割分担と円

滑な連携を図り、機動的で効率的な業務

運営を推進する。 

 

（総務課） 

(76) 理事長、学長のリーダーシップのもと、各委員

会が情報を共有し円滑に連携できる組織体系を

構築する。 

 

  

○理事会や各委員会等の明確な役割分担のもと円滑

な組織運営を行った。また、教員連絡会や専攻長等

会議の定期的な開催を通して学内の情報共有を図

った。 

 

 

A 

  

76 

（企画課） 

(77) 学部と大学院が円滑に連携・協力できる体制を構築する

 

  

○学部と大学院の連携のもとで一貫した学びを共有

するため、教員が学部と大学院を兼担する体制を構

築した。 

 

 

A 

  

77 

(2) 教職員の協働 (2) 教職員の協働    
A  ○小 78 

機動的・効率的な組織運営を

推進するため、教職員による

学内組織の充実を図る。 

〇学内組織の充実（総務課） 

教員と事務職員との一体的な連携体制

を確保し、各委員会やセンター等の学内

組織の充実を図る。 

 

（総務課） 

(78) 学内委員会を教員と事務職員とで構成し、両者

が一体となって運営することにより、円滑な組

織運営と意思決定を行う。 

 

  

○学内委員会を教員と事務職員とで構成することに

より、緊密な連携を図りながら円滑な組織運営と意

思決定に努めた。 

 

A 

  

78 

(3) 監査制度の充実 (3) 監査制度の充実    
A  ○小 79 

監査制度の活用により、適正

な法人運営を確保する。 

 

 

〇【新】監査制度の充実（総務課） 

監査制度の充実を図るとともに、監査結

果に基づき、大学運営の継続的な改善を

推進する。 

（総務課） 

(79) 大学内部においてより充実した監査を行うた

め、内部監査制度の構築に向けた検討を行うと

ともに、監査結果の対応状況について、翌年度

  

○健全で適正な大学運営を推進するため、学内に内部

監査制度を構築したほか、新たに令和２年度から内

部監査室を設置することとした。また、前年度監査

 

A 

  

79 
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中期目標 中期計画 令和元年度（平成 31 年度）年度計画 数値目標 業務実績 自己

評価 

自己評価と異なる評

価委員会の評価とそ

の理由 

連番 

の監査において再度確認するなど業務の改善を

図る。 

 

における指摘事項等の改善状況を確認するなど、継

続的な業務改善に取り組んだ。 

 

２ 人事の適正化に関する目標 ２ 人事の適正化に関する目標を達成する

ための措置 

   
A  ○中 80-85 

(1) 人事制度の運用と人材育成 (1) 人事制度の運用と人材育成    
A  80-85 

人事計画に基づいた適正な

人員配置に努めるとともに、

教職員の能力、意欲が適切に

評価される制度の運用と改

善を図る。 

また、教職員の資質向上のた

め、積極的な能力開発を行

う。 

 

〇【重】人事計画の推進（総務課） 

法人職員採用計画を策定し、同計画の着

実な推進により適正な人員配置を行う。 

（総務課） 

(80) 法人事務職員採用計画を策定したうえで、計画

的に事務職員を採用するほか、今後の教員採用

のあり方について検討する。 

 

事務職員の

法人採用職

員 率 ：

39.1％ 

（９/23 人） 

 

○事務局における業務経験の蓄積と安定的な大学運

営を図るため、新たに法人事務職員採用計画を策定

し、当該計画を踏まえて法人事務職員２人（一般事

務）を新規採用した。また、教員の採用については、

新たに執行部会議を設置し、本学のビジョンに合致

した人材の確保に向け、全学的な視点から採用方針

を定めることとした。 

 

●年度末における事務職員の法人採用職員率 

39.1％（9/23 人） 

 

 

A 

  

80 

〇人事評価制度の運用と改善（総務課） 

能力と実績が適正に評価され、教職員に

インセンティブが働く評価制度の運用

と改善を図る。 

 

（総務課） 

(81) 新たな教員評価制度を実施するほか、事務職員については

秋田市の人事評価制度を活用し実施する。 

 

  

○教員については、新たな評価制度を試行し課題の洗

い出しを行ったほか、事務職員については、秋田市

の人事評価制度を活用し、自己評価と所属長による

面接・評価を行った。 

 

A 

  

81 

〇人材の育成（総務課・FD・SD 委員会） 

ＳＤ活動を推進し、教職員の研修機会の

充実を図るとともに、行政機関や他大学

等との人事交流を通して、高い専門性と

幅広い視野を持った人材の育成に努め

る。 

（総務課） 

(82) 県内他大学等と法人採用事務職員の人事交流

について協議する。 

 

  

○他大学（秋田大学）から派遣された職員の派遣期間

満了に伴い、その後任職員１人を同大学から期間を

定めて割愛採用した。また、法人採用事務職員のス

キル向上を目的に、新たに秋田市への研修派遣（１

人）を行うこととし、同市と協定を締結した。 

 

 

A 

  

82 

（FD・SD委員会） 

(83) 【拡充・(12)再掲】年間の研修計画を策定し、

教職員に対する効果的かつ実践的なFD・SD活

動を推進する。 

 

  

○研修計画に基づき、FD・SD 委員会が主催する学内

研修会や講演会を５件開催し、延べ 205 名の教職員

が参加したほか、教員相互の授業参観や学生による

授業アンケートの実施、他大学の先進事例の視察な

ど、効果的かつ実践的な FD・SD 活動の推進に努め

 

A 

  

83 
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中期目標 中期計画 令和元年度（平成 31 年度）年度計画 数値目標 業務実績 自己

評価 

自己評価と異なる評

価委員会の評価とそ

の理由 

連番 

た。 

 【資料１：FD・SD 活動研修実績一覧】 

 

○【新】働きやすい職場環境づくり（総務課・

衛生委員会） 

ワークライフバランスに配慮し、教職員

が働きやすく、健康で安心して働くこと

ができる職場環境づくりを推進する。 

（総務課） 

(84) 働き方改革の推進に努め、時間外勤務の縮減に

向けた取組を推進するほか、病気やけが、育児、

介護等で長期休養する教職員に適切にサポート

する。 

 

  

○労働基準法改正等を踏まえ、非正規職員の処遇改善

を図ったほか、時間外勤務時間数の上限の設定や全

教職員による年次有給休暇の計画的な取得の促進

など、学内における働き方改革の推進に努めた。ま

た、病気等により長期間の休養を要する教職員に対

し、休暇制度の活用に関する問合せや相談に対応す

るなどサポートに努めた。なお、新型コロナウイル

ス感染症対策として、小中高等学校等の一斉休校に

伴い、子等の世話を行う教職員の職務免除または災

害休暇の取得についてルールを定めサポートした。 

 

 

A 

  

84 

（衛生委員会） 

(85) メンタルヘルス不調を未然に防ぐためのスト

レスチェックを実施する。 

 

  

○職場における健康リスクの把握と心身の健康保持

のため、全教職員を対象とするストレスチェック

を実施した。 

 

 

A 

  

85 

３ 事務等の効率化に関する目標 ３ 事務等の効率化に関する目標を達成す

るための措置 

   
A  ○中 86-88 

(1) 事務処理の効率化 (1) 事務処理の効率化    
A  86-88 

事務処理の効率化を図るた

め、既存の業務や事務組織の

適正な見直しおよび合理化

に取り組むとともに、外部委

託を有効に活用する。 

○事務組織の効率化（総務課） 

日常業務の効率的かつ効果的な実施に

よる生産性の向上を図るため、事務組織

の柔軟化や効率化について継続的な見

直しを行う。 

 

（総務課） 

(86) 業務の継続性と効率性を確保するため、業務の

属人化を排し、共有化と見える化を進める。 

 

  

○法人採用職員の視野を広げスキルの向上を図るた

め、事務局内での人事異動を行ったほか、引き続き

複数担当制やマニュアル整備を行い業務の共有化

と見える化の推進に努めた。 

 

 

A 

  

86 

（総務課） 

(87) プロジェクトチーム方式など、事務組織を必要

に応じて柔軟に変更する組織運営を行う。 

 

  

○入学式やオープンキャンパス等の大規模なイベン

トや事業等の実施に際し、事務職員がプロジェクト

チーム的に業務に当たるなど、柔軟な組織運営に努

めた。 

 

 

A 

  

87 
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中期目標 中期計画 令和元年度（平成 31 年度）年度計画 数値目標 業務実績 自己

評価 

自己評価と異なる評

価委員会の評価とそ

の理由 

連番 

○外部委託業務の検証（総務課） 

事務処理の効率化および予算の効果的

な執行を図るため、既存の外部委託業務

について委託内容を定期的に見直すな

ど、費用対効果の向上に努める。 

 

（総務課） 

(88) 既存業務の委託内容を点検し、必要に応じて仕

様を見直すなど更なる費用対効果の向上を図る

。 

 

  

○外部委託業務について、費用対効果の向上や経費の

節減を図るため、契約の更新や新規の手続きにあわ

せ、仕様や積算内訳の点検・精査を行った。 

 

A 

  

88 

第７ 財務内容の改善に関する目

標 

 

第７ 財務内容の改善に関する目標を達成

するための措置 

     
 

１ 外部研究資金その他自己収入

の確保に関する目標 

１ 外部研究資金その他自己収入の確保に

関する目標を達成するための措置 

   
A  ○中 89-93 

(1) 外部資金等自己収入の確保 (1) 外部資金等自己収入の確保    
A  89-93 

科学研究費補助金等の競争

的研究資金の獲得のほか、共

同研究事業や受託研究事業

による自己収入の確保に努

める。 

○【重】外部資金の獲得（企画課） 

 科学研究費補助金（科研費）等の競争的

外部研究資金の獲得を組織的に支援し、

自己収入の確保に向けた外部資金の獲

得を推進する。 

 

（企画課） 

(89) 【拡充・(42)再掲】科研費研究計画書の閲覧制

度を開始するほか、研修会の開催等による全学

的な情報提供・共有の推進を図る。 

 

  

○科研費の獲得に向け、教員を対象とする学内勉強会

を開催し、21 名が参加した。また、これまでに科研

費を獲得した研究課題の研究計画書閲覧制度を導

入するなど、学内の情報共有を推進した。 

 

 

A 

  

89 

（企画課） 

(90) 【(43)再掲】学外研修への参加等を通じて、外

部資金獲得をサポートする事務担当職員のスキ

ルアップを図る。 

 

  

○科研費の獲得を支援するため、事務担当職員が学外

研修に積極的に参加し、科研費制度や事務手続き、

採択のポイント等に対する理解を深めた。 

 

A 

  

90 

（企画課） 

(91) 【(44)再掲】科研費の獲得を視野に入れた学内

研究費の再編と裁量的配分を実施する。 

 

【再】科研

費申請数：

10 件以上 

【再】科研

費採択数：

３件以上 

 

 

○学長プロジェクト研究費（競争的研究費）の審査に

あたり、科研費をはじめとする外部資金への申請状

況や採択結果等に応じたインセンティブ制度を導

入するなど、科研費の獲得に向けた体制を整備し

た。 

【資料６：外部資金一覧】 

【資料７：学長プロジェクト研究費一覧】 

 

●科研費申請の状況等 

 申請 15 件、採択２件（8,190 千円） 

 

 

C 

  

91 
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中期目標 中期計画 令和元年度（平成 31 年度）年度計画 数値目標 業務実績 自己

評価 

自己評価と異なる評

価委員会の評価とそ

の理由 

連番 

○受託事業等の推進（企画課） 

ＮＰＯ法人アーツセンターあきたとの

連携を図りながら、地方自治体や民間企

業等の受託事業、共同研究などを積極的

に受け入れる。 

（企画課） 

(92) 【(61)再掲】地方公共団体や民間企業等からの

教育研究に資する受託研究・受託事業を積極的

に受け入れる。 

 

【再】受託

事業・共同

研究数：10

件以上 

 

○秋田県や県内自治体、県内企業と連携した受託研究

を４件（うち共同研究１件）受託したほか、教育研

究成果の地域社会への還元を図るため、受託事業を

15 件受託した。 

【資料５：受託研究・受託事業】 

 

 

S 

  

92 

○【新・重】新たな自己収入の確保（総務課） 

新たな自己収入の確保に向け、積極的な

情報収集に努めるとともに、本学が有す

る多様な資源を活用した取組を戦略的

に展開する。 

 

（総務課） 

(93) 【新規】自己収入の確保に向けた調査等を行い

、新たな収入を確保するための取組について検

討する。 

 

  

○自己財源の充実を図るため、新たな自己収入の確保

に向けて、他大学の取組や状況等について情報収集

に着手した。 

 

 

B 

  

93 

２ 経費の効率化に関する目標 ２ 経費の効率化に関する目標を達成する

ための措置 

   
A  ○中 94 

(1) 安定的な財政運営 (1) 安定的な財政運営    
A  ○小 94 

安定的な財政運営に資する

ため、教育研究水準の維持・

向上に配慮しながら業務運

営の効率化を図る。 

○【重】中長期的な視点による財政運営（総

務課） 

限られた予算の効果的・効率的な執行を

図るため、事業のスクラップアンドビル

ドを進めながら、大学の中長期的な収入

見込みを踏まえた財政運営を行う。 

 

（総務課） 

(94) 限られた予算の範囲内で事業を推進するため、

スクラップが可能な事業の抽出について継続的

に検討を行うほか、中長期的な財政計画の策定

について検討する。 

 

  

○予算編成作業にあわせてスクラップや経費圧縮が

可能な事業を検証したほか、予算要求にあたっては

第２期中期計画期間中の支出見込額の提出を求め

るなど、中長期的な視点で計画的かつ安定的な財政

運営に努めた。 

 

 

A 

  

94 

３ 資産の運用管理に関する目標 ３ 資産の運用管理に関する目標を達成す

るための措置 

   
A  ○中 95-96 

(1) 施設および知的財産の有効

活用 

(1) 施設および知的財産の有効活用    
A  95-96 

資産の適切な管理を行うた

め、常に資産の状況を把握し

有効活用を図る。 

また、研究成果の知的財産化

に関する制度と体制を構築

する。 

○施設の有効活用（総務課） 

施設の有償貸付の推進など、資産の有効

活用を図る。 

（総務課） 

(95) 体育館等の施設の有償貸付を行い、資産の有効活用を図る

  

○保有資産の有効活用を図るため、学外者への体育館

の有償貸付等を行った。 

 

【施設の有償貸付】 

・体育館： １件 2,310 円（秋田ノーザンブレッツ） 

・駐車場：34 人 350,100 円（職員、附属高等学院、

新屋図書館、アーツセンター：１月 900 円） 

・自動販売機：２台 218,000 円（伊藤園：入札） 

 

A 

  

95 
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中期目標 中期計画 令和元年度（平成 31 年度）年度計画 数値目標 業務実績 自己

評価 

自己評価と異なる評

価委員会の評価とそ

の理由 

連番 

 

○知的財産の管理・活用（社会連携委員会・

企画課） 

知的財産の取扱いに関する基本方針に

基づき、知的財産の権利化・収益化の推

進を図る。 

 

（社会連携委員会） 

(96) 知的財産取扱規程の運用を図るとともに、学生

や教職員向けの説明会や研修会、セミナーを実

施する。 

  

○知的財産の保護育成、トラブルの未然防止を図るた

め、教職員を対象とする「アート・デザインに関す

る知的財産権の勉強会」を開催し、12 名が参加し

た。 

 また、キャリア教育科目として、新たに「知的財産

の運用」を開講した。 

 

 

 

A 

  

96 

第８ 自己点検および評価ならび

に情報公開等に関する目標 

第８ 自己点検および評価ならびに情報公

開等に関する目標を達成するための措

置 

     
 

１ 評価の充実に関する目標 １ 評価の充実に関する目標を達成するた

めの措置 

   
A  ○中 97 

(1) 評価の充実 (1) 評価の充実    
A  ○小 97 

自己点検・評価の定期的な実

施とともに、秋田市公立大学

法人評価委員会や認証評価

機関による評価結果を、教育

研究活動や業務運営の改善

に活用するなど、ＰＤＣＡサ

イクルの着実な推進を図る。 

 

○評価による業務改善（自己評価委員会） 

効率的かつ客観的な自己点検・評価を実

施するとともに、外部評価機関（秋田市

公立大学法人評価委員会、認証評価機関

等）による評価を受審し、評価結果・提

言等を踏まえた業務改善や教育研究活

動の充実に取り組むなど、内部質保証機

能の向上を図る。 

 

（自己評価委員会） 

(97) 評価結果を踏まえたＰＤＣＡサイクルの着実

な推進により、効果的な業務改善と教育研究活

動の充実を図る。 

 

  

○秋田市が策定した評価方針に基づき、自己評価委員

会において、年度計画の自己評価を行ったほか、秋

田市公立大学法人評価委員会による外部評価を受

審した。また、第２期中期計画期間における評価の

あり方について秋田市と協議するなど、より実効性

のある評価システムの構築に取り組んだ。 

 

 

A 

  

97 

２ 情報公開等の推進に関する目

標 

２ 情報公開等の推進に関する目標を達成

するための措置 

   
A  ○中 98-104 

(1) 情報公開等の充実 (1) 情報公開等の充実    
A  98-104 

法人として社会に対する説

明責任を果たすため、業務運

営等に関し適切な情報公開

に努めるとともに、教育研究

活動等についても地域やマ

スコミとの連携による戦略

的かつ積極的な情報発信を

○情報公開等の充実（広報委員会） 

法人としての説明責任を果たすため、適

正な情報公開に努めるとともに、教育研

究活動等の状況についても、ウェブサイ

ト等の各種広報手段を活用した積極的

な情報発信に取り組む。 

 

（広報委員会） 

(98) 法人としての説明責任を果たすため、適正な情

報公開に努める。 

 

  

○大学運営に関する定款や計画、財務状況、法人評価

委員会や認証評機関等による各評価結果等はすべ

てウェブサイトで公開・更新した。また、本学の教

育研究活動については、大学ウェブサイトのほか

SNS やパンフレット等を活用して積極的に発信し

た。 

 

A 

  

98 
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中期目標 中期計画 令和元年度（平成 31 年度）年度計画 数値目標 業務実績 自己

評価 

自己評価と異なる評

価委員会の評価とそ

の理由 

連番 

図る。  

（広報委員会） 

(99) 【(45)再掲】公開講座やウェブサイト等を通じ

て、研究成果を広く国内外に発信する。 

 

  

○文化庁の「2019 年度大学における文化芸術推進事

業」の採択を受けて実施した「AKIBI 複合芸術プラ

クティス 旅する地域考」において、ウェブサイト

や SNS、アーカイブ冊子等を通じた情報発信に努め

たほか、教員が参加した第 58 回ヴェネチア・ビエ

ンナーレ国際美術展の報告会を開催するなど、研究

成果の公開・発信に取り組んだ。 

 

 

A 

  

99 

（広報委員会） 

(100) 【(46)再掲】大学広報誌の作成など、情報媒体

の充実について検討する。 

 

  

○秋田空港ターミナルビルでの広告掲載や作品展示

を継続したほか、本学の特色ある取組を発信するた

めのプロモーションビデオの作成、ロゴマークバッ

ジの制作など、各種媒体を活用した広報活動の充実

に努めた。 

 

 

A 

  

100 

○【新・重】戦略的広報の展開（広報委員会） 

特色ある教育研究成果や国際的な活動

実績、地域貢献の取組等を迅速かつ戦略

的に情報発信するとともに、学外企画展

等への出展機会の拡充など、ターゲット

を明確にした効果的な広報活動を展開

し、本学の認知度およびブランド力の向

上を図る。 

（広報委員会） 

(101) 全教職員の参画のもとで積極的な広報活動を

展開するとともに、大学案内（冊子）等の発行物

の内容の充実を図り、大学運営や入試広報等に

おいて、効果的・効率的な活用を行う。 

 

  

○大学案内検討ワーキンググループを組織したうえ

で、掲載内容のさらなる充実を図り、入試広報や大

学広報、企業訪問等で積極的に活用した。また、各

種広報活動の充実・強化に向けて、広報戦略基本方

針を策定した。 

 

 

A 

  

101 

（広報委員会） 

(102) 効率的な進学相談会への参加および進学相談

会ブースの充実を図る。 

 

  

○県内外の進学相談会に積極的に参加したほか、学生

作品のデータを用いたタペストリーを作成するな

ど、進学相談会ブースの充実を図った。 

 

 

A 

  

102 

（広報委員会） 

(103) 本学ホームページ等のウェブサイトを活用

し、展示会やイベント等の情報を随時発信する。 

 

  

○展示会やイベント、学生・教職員の表彰等の情報の

ほか、卒業生の展覧会や活動状況などの情報収集に

努め、本学ウェブサイトや SNS 等を活用し積極的

に発信した。 

 

 

A 

  

103 

（展示・発表委員会） 

(104) 【拡充・(27)再掲】学外企画展等への出展機会

  

○サテライトセンターや BIYONG POINT 等におい
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中期目標 中期計画 令和元年度（平成 31 年度）年度計画 数値目標 業務実績 自己

評価 

自己評価と異なる評

価委員会の評価とそ

の理由 

連番 

の拡充を図る。 

 

て、学生の作品展示を 18 回開催したほか、後援会

と連携し各種展示会の開催経費に助成した。 

 なお、新型コロナウイルスの感染拡大により、

「3331 ART FAIR 2020」への出展を見送った。 

【資料３：学生の作品展示】 

 

B 104 

第９ その他業務運営に関する重

要目標 

第９ その他業務運営に関する重要目標を

達成するための措置 

     
 

１ 施設設備の整備に関する目標 １ 施設設備の整備に関する目標を達成す

るための措置 

   
A 

 
○中 105-106 

(1) 施設設備の整備 (1) 施設設備の整備    
A  105-106 

教育研究のための快適な環

境を実現するため、既存の施

設設備の適切な維持管理お

よび改修を計画的に実施す

る。 

 

○【重】計画的な施設設備の整備（総務課・

施設設備委員会） 

老朽化した施設設備について、長期修繕

計画に基づき省エネルギー化やＣＯ２

削減に配慮しながら計画的に修繕・更新

するとともに、教育研究環境の向上に向

けた新たな施設整備を検討する。 

（施設設備委員会） 

(105) 長期修繕計画に基づき、効果的な修繕・更新を

実施するとともに、教育研究環境の向上に向け

た今後の施設整備のあり方について検討する。 

  

○長期修繕計画に基づき、講義棟の屋根改修、厚生棟

の照明器具ＬＥＤ化、図書館書庫の床改修を実施し

た。また、今後の施設整備については、バリアフリ

ー化や共通工房の設置を核とした施設の整備・充実

に向け、令和２年度において、現況を把握するため

の調査設計業務を実施することとした。 

 

 

A 

  

105 

○情報環境の整備（総務課） 

情報教育環境の向上等を図るため、学内

情報システムの改善・効率化を推進す

る。 

 

（総務課） 

(106) リース期間の満了に合わせ、現行システムの

改善・効率化を反映した学内情報システムの更

新を実施する。 

 

  

○平成 25 年に導入した学内情報システムを全面更新

するとともに、学務システム機能の統合やメールシ

ステムの統一など、情報環境の利便性向上と効率化

を図った。 

 

 

A 

  

106 

２ 大学支援組織等との連携に関

する目標 

２ 大学支援組織等との連携に関する目標

を達成するための措置 

   
A  107-111 

(1) 同窓会・後援会との連携強化 (1) 同窓会・後援会との連携強化    
A  107-109 

学外からの支援体制を充実

させるため、同窓会や保護者

による後援会との連携を強

化する。 

 

○同窓会・後援会との連携（キャリアセンタ

ー） 

学外からの支援の充実を図るため、本学

の前身である秋田公立美術工芸短期大

学を含む卒業生による同窓会や、保護者

による後援会との連携を強化し、情報共

（キャリアセンター） 

(107) サークル活動等の課外活動のほか、作品展示

の機会やイベントの企画など、学生の自主的活

動を支援する。 

 

  

○後援会と連携しながら、サークル活動や学生の学外

作品展等の開催を支援したほか、学生会・大学祭の

活動にも助成金を交付した。 

【資料４：後援会の助成事業】 

 

 

A 

  

107 
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中期目標 中期計画 令和元年度（平成 31 年度）年度計画 数値目標 業務実績 自己

評価 

自己評価と異なる評

価委員会の評価とそ

の理由 

連番 

有や学生・卒業生に対するサポートを行

う。 
（キャリアセンター） 

(108) 後援会会報誌「エオスニュース」の制作支援と

内容の充実を図り、学生活動の情報発信に取り

組むとともに、卒業生による同窓会との連携を

図り、本学からの情報発信と相互交流等を実施

する。 

 

  

○「エオスニュース」の制作を支援し、会員に広く大

学の活動を周知した。また、同窓会との意見交換の

場を設け、本学の開学 10 周年に向けた連携をはじ

め、今後の相互交流の方向性等について確認した。 

 

 

A 

  

108 

○【新】開学 10 周年に向けた連携の推進（企

画課） 

開学 10 周年の節目の年（2023 年）を本

学の更なる発展の契機とするため、各種

記念事業の実施に向けて同窓会や後援

会との交流・連携の充実を図る。 

 

（企画課） 

(109) 【新規】開学10周年記念事業について実施体

制等を検討する。 

 

  

○将来構想検討ワーキンググループにおいて、開学

10 周年（2023 年）に向けた記念事業について検討

を進めた。 

 

A 

  

109 

(2) 地元企業等との連携 (2) 地元企業等との連携    
A  110-111 

地元企業等のニーズの把握

に努め、企業からの受託の件

数および市内企業への就職

者数が増加するよう、地元企

業等との連携を強化する。 

○地元企業等との連携（キャリアセンター） 

産学連携の推進や就職対策の充実を図

るため、大学支援組織「あきびネット」

会員の新規開拓を推進するとともに、同

組織を活用しながら地元企業等との連

携を強化する。 

（キャリアセンター） 

(110) 産学連携の推進や安定的な就職先の確保と提供に向け

大学支援組織「あきびネット」会員の開拓に取

り組むなど、幅広く県内企業等の連携を促進す

る。 

 

  

○新規会員の開拓に取り組み、新たに 11 会員が加わ

ったほか、会員と大学役員、教職員、学生との情報

交換会の開催や、学生の課外プロジェクトへの奨学

金の支給等を通して、地元企業等との連携強化を図

った。 

 

【主な事業成果】 

・情報交換会 

6 月（会員：53 名、大学役員・教職員・学生：25 名） 

 12 月（会員：48 名、大学役員・教職員・学生：28

名） 

・あきびネット奨学金 

 ９件申請があり、審査会を経て４件が採択された。 

 

 

A 

  

110 

（キャリアセンター） 

(111) 就職意欲の向上による早期の内定獲得を目指

し、地元企業へのインターンシップ実習生とし

ての学生参加を促す。 

 

  

○あきびネット会員をはじめとする県内企業による

学 内合同企業説明会兼インターンシップ交渉会

を開催し、多様な業種から 19 社が参加した。本学

からは、就職活動中の４年生に加え、インターンシ

ップに関心のある 1～3 年生の合計 35 名が参加し、

 

A 

  

111 
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中期目標 中期計画 令和元年度（平成 31 年度）年度計画 数値目標 業務実績 自己

評価 

自己評価と異なる評

価委員会の評価とそ

の理由 

連番 

早期からの進路決定に対する意識の醸成を図った。

また、秋田県移住定住促進課と連携し、「秋美生の

ための県内企業研究ゼミ」を開催し、県の担当者に

よる県内就職支援情報に加え、県内企業３社が、採

用やインターンシップについての説明を行った。 

 

３ 安全管理に関する目標 ３ 安全管理に関する目標を達成するため

の措置 

   
A  112-116 

(1) 安全管理体制の確立 (1) 安全管理体制の確立    
A  112-114 

学内の安全衛生管理のため

の体制を確立し、事故等の未

然防止に努める。 

 

○安全管理の徹底（総務課・衛生委員会） 

工作機械等の定期点検や安全講習、部屋

ごとの管理者の配置により安全管理体

制を確保する。 

 

（総務課） 

(112) 工房をはじめ各部屋に管理者を配置し、安全

管理体制を確保する。 

 

  

○学内の各部屋に管理責任者を配置し、室内の設備や

備品を含む施設の安全管理に努めた。 

 

A 

  

112 

（総務課） 

(113) 工作機械等の定期点検を実施し安全確保に努

めるとともに、使用法の講習や管理を行う技官

の配置を検討する。 

 

  

○大学で保有する各種工作機械等について、定期点検

などのメンテナンスを適切に行い、事故等の未然防

止や安全確保に努めた。また、各種工作機械等の管

理や指導を行う技官の配置については、共通工房の

設置とあわせて検討していくこととした。 

 

A 

  

113 

（衛生委員会） 

(114) 安全管理のための定期的な職場巡回を実施す

る。 

 

  

○安全・安心な教育研究環境を確保するため、定期

的な職場巡回（計７回）を実施し、指摘事項と対

応状況を学内に周知した。 

 

 

A 

  

114 

(2) 危機管理体制の充実 (2) 危機管理体制の充実    
A  ○小 115 

災害、事件、事故および教職

員や学生の学内外でのトラ

ブルの発生時に、迅速かつ適

切に対応することができる

体制を構築する。 

○危機管理の徹底（総務課） 

危機管理マニュアルに基づき、事件や事

故、災害等発生時を想定した危機管理体

制を徹底する。 

 

（総務課） 

(115) 危機管理マニュアルについて、教職員・学生に

周知するとともに、適宜必要な見直しを行う。

また、避難訓練や教職員研修の実施により危機

管理の共有・徹底を図る。 

 

  

○有事の際に適切に対応するため、危機管理マニュア

ルを各課等へ配備した。また、10 月に全学的な避難

訓練を行ったほか、本学を会場に実施された秋田市

の総合防災訓練を視察し、災害時における基本動作

の確認や防災・危機管理意識の醸成に努めた。 

 

 

A 

  

115 

(3) 情報セキュリティの強化 (3) 情報セキュリティの強化    
B  ○小 116 
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中期目標 中期計画 令和元年度（平成 31 年度）年度計画 数値目標 業務実績 自己

評価 

自己評価と異なる評

価委員会の評価とそ

の理由 

連番 

個人情報の保護など、情報セ

キュリティ体制を強化する。 

 

○情報セキュリティの強化（総務課） 

情報セキュリティポリシーに基づき、個

人情報の保護等のセキュリティ対策に

取り組む。 

 

（総務課） 

(116) 情報セキュリティポリシーに基づき、実施規

程や手順を整備するとともに、情報セキュリテ

ィインシデントへの対応体制を整備する。 

 

  

○情報セキュリティポリシーに基づく他大学等の取

組に関して情報収集を行い、規程や体制等の整備に

ついて、令和２年度において内部統制の一環として

予定する個人情報の保護などの情報セキュリティ

におけるリスクの識別や点検等にあわせて検討す

ることとした。 

 

 

B 

  

116 

４ 人権擁護・法令遵守に関する

目標 

４ 人権擁護・法令遵守に関する目標を達

成するための措置 

   
A  117-120 

(1) 人権の尊重 (1) 人権の尊重    
A  117-118 

人権意識の向上や、各種ハラ

スメント行為の防止に全学

的な取組を行う。 

 

○ハラスメントの防止（ハラスメント防止

等対策委員会） 

学生、教職員が個人として尊重され、人

権を侵害されることがないよう、研修等

による啓発活動を実施するとともに、プ

ライバシーに配慮した相談窓口を設置

するなど、相談体制を確保する。 

 

（ハラスメント防止等対策委員会） 

(117) ハラスメント防止に関する教職員向け研修を

実施するほか、人権啓発小冊子を学生に配布す

るなど各種意識啓発活動を行う。 

 

  

○ハラスメント防止に関する教職員向け研修会を開

催し、61 名が参加した。また、学外研修の受講や冊

子の配布等による啓発活動を実施した。 

 

 

A 

  

117 

（ハラスメント防止等対策委員会） 

(118) 相談体制の充実に向け、相談員・調査員向け研

修内容等を見直す。 

 

  

○相談体制の充実を図るため、ハラスメントの判断

基準や解決方法等の講義やグループワークでの事

例検討、弁護士等によるハラスメント事案への相

談対応についての講話を実施した。 

 

A 

  

118 

(2) 法令遵守 (2) 法令遵守    
A  119-120 

コンプライアンス意識の徹

底を図り、不正行為の防止な

ど法令等に基づく教育研究

および業務運営を行う。 

○コンプライアンス意識の徹底（総務課・企

画課・研究不正防止推進委員会） 

不正経理や研究不正の防止等を図るた

め、コンプライアンス研修を実施し、教

職員の遵法意識の醸成に努める。 

 

（総務課） 

(119) 経理事務マニュアルに基づき、契約事務を行

う職員と出納事務を行う職員を明確に分離し、

相互牽制機能を引き続き維持する。 

  

○経理事務マニュアルに基づき、契約事務と出納事

務を担当する職員を明確に分離し、互いに牽制し

合うことにより適正な会計処理に努めた。 

 

A 

  

119 

（企画課・研究不正防止推進委員会） 

(120) 研究不正防止のため、研究活動に関わる教職

員に対する研修を実施する。 

 

  

○研究不正の防止を図るため、教員を対象とする「研

究倫理研修」を開催し、43 名が参加した。また、研

究活動に関わる教職員に対し誓約書の提出を求め

たほか、日本学術振興会が提供する研究倫理ｅラー

ニング「エルコア」の受講を促進した。 

 

 

A 

  

120 

 


